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公布された法令のあらまし 

 
審査請求審査規則及び職員団体の登録等に関する規則の一部を改正する規則（人事委員会規則第３号） 

 行政手続に関する押印の見直し等に伴い、所要の整備を行うこととした。 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則（人事委員会規則第

４号） 

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の改正に伴い、所要の整備を行うこととした。 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則（人事委員会規則第５号） 

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正等に伴い、所要の整備を行うこととした。 

職員の管理職手当に関する規則及び管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則（人事委員会規則

第６号） 

 行政組織規則の一部改正等に伴い、所要の整備を行うこととした。 
 

人 事 委 員 会 規 則 

 

 審査請求審査規則及び職員団体の登録等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月31日 

                                   兵庫県人事委員会       

委員長 松 田 直 人  

兵庫県人事委員会規則第３号 

審査請求審査規則及び職員団体の登録等に関する規則の一部を改正する規則 

（審査請求審査規則の一部改正） 

第１条 審査請求審査規則（平成10年兵庫県人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第27条第２項を次のように改める。 

２ 前項の調書には、審査長が署名しなければならない。 

第33条の次に次の１条を加える。 

（証人の遮へいの措置） 

第33条の２ 人事委員会は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係そ

の他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著

しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証

人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。 
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２ 前項の措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。 

第41条中「前節第２款」の右に「（第33条の２を除く。）」を加える。 

第42条第２項中「記名押印をする」を「署名する」に改める。 

様式第１号中「 印 」を削り、 

 「                            ファックス（  ）  ―   番  」 

 を 

 「                            ファックス（  ）  ―   番 

      電子メール             」 

 に改める。 

  様式第２号から様式第４号までの規定中「 印 」を削る。 

様式第５号中「 印 」を削り、 

 「                            ファックス（  ）  ―   番  」 

 を 

 「                            ファックス（  ）  ―   番 

      電子メール             」 

 に改める。 

 様式第６号中「 印 」を削る。 

様式第７号中 

 「                        審査請求人氏
ふり

  名
がな

          印  」 

 を 

 「                       審査請求人 氏
ふり

  名
がな

             」 

 に、 

 「                             所属及び職名（職業） 

        電   話（  ） ―  番 

        ファックス（  ） ―  番  」 

 を 

 「                               ファックス（  ） ―  番 

         電子メール 

        所属及び職名            」 

 に改める。 

様式第８号から様式第11号までの規定中「 印 」を削る。 

様式第12号中 

 「                          申立人氏
ふり

  名
がな

          印  」 

 を 

 「                         申立人 氏
ふり

  名
がな

             」 

 に、 

 「                              電話（  ）  ―    番  」 

 を 

 「                              電話（  ）  ―    番 

        ﾌｧｯｸｽ（  ）  ―      番 

        電子ﾒｰﾙ             」 

 に改める。 

様式第13号、様式第15号、様式第17号及び様式第18号中「 印 」を削る。 

様式第19号中「 印 」を削り、 

 「       電話（  ） ―   番                            」 

 を 
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 「       電話（  ） ―   番 

         ﾌｧｯｸｽ（  ） ―  番 

          電子ﾒｰﾙ                                    」 

 に改める。 

様式第20号中「 印 」を削る。 

様式第21号中「及び印鑑」を削り、「10万円」を「100万円」に改める。 

  様式第22号中「 印 」を削り、同様式に備考として次のように加える。 

備考 証人氏名欄は、証人が自署してください。 

様式第23号中 

 「                            証人氏名           印   」 

 を 

「                            証人  氏名                」 

 に、 

 「                              電話（  ）  ―    番  」 

 を 

 「                              電話（  ）  ―    番 

        ﾌｧｯｸｽ（  ）  ―      番 

        電子ﾒｰﾙ             」 

 に改める。 

様式第24号及び様式第25号中「 印 」を削る。 

様式第26号中 

 「                              請求者氏
ふり

名
がな

        印  」 

 を 

 「                             請求者 氏
ふり

名
がな

           」 

 に、 

 「                                 住所 

電話（  ） ―  番 

所属及び職名（職業） 

        電   話（  ） ―  番 

        ファックス（  ） ―  番  」 

 を 

 「                             住  所 

                                電   話（  ） ―  番 

ファックス（  ） ―  番 

        電子メール 

       所属及び職名           」 

 に改める。 

（職員団体の登録等に関する規則の一部改正） 

第２条 職員団体の登録等に関する規則（昭和41年兵庫県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正す

る。 

様式第１号中「殿」を「様」に、 

 「                      職員団体の名称 

代表者の役職名 氏名           印  」 

 を 
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条例第２条第２項第２号 

条例第４条第２項 

第２条第２項第２号 

第４条第２項 

「                      申請者 職員団体の名称 

代表者 役職名 

氏 名 

電 話 （   ）   －      

電子メール               」 

に、「あつて」を「あって」に、「なつた」を「なった」に改める。 

 様式第２号中 

「 

             の 

             」 

 を 

 「 

職員団体の登録に関する条例          に 

                         」 

に、 

「|              証明者（投票の管理責任者）役職名 氏名           印 | 」 

 を 

「                       証明者（投票の管理責任者） 

役職名                  

氏 名                  

電 話 （   ）  －                 

電子メール                 」 

に、「あつて」を「あって」に改める。 

様式第３号及び様式第４号中 

 「|              証明者（当該団体代表者）役職名 氏名           印 | 」 

 を 

 「                      証明者（当該団体の代表者） 

役職名 

氏 名 

電 話 （   ）   －      

電子メール                 」 

 に改める。 

様式第５号中「殿」を「様」に、 

 「                      職員団体の名称 

代表者の役職名 氏名           印  」 

 を 

「                      届出者 職員団体の名称 

代表者 役職名 

氏 名 

電 話 （   ）   －      

電子メール               」 

に改める。 

様式第６号中「殿」を「様」に、 

 「                      職員団体の名称 

代表者の役職名 氏名           印  」 

 を 

  



令和３年３月31日 水曜日   兵 庫 県 公 報          第22号外 

5 

「                      届出者 職員団体の名称 

代表者 役職名 

氏 名 

電 話 （   ）   －      

電子メール               」 

に改め、「昭和」を削る。 

様式第７号中「殿」を「様」に、 

 「                      職員団体の名称 

代表者の役職名 氏名           印  」 

 を 

「                      申出者 職員団体の名称 

代表者 役職名 

氏 名 

電 話 （   ）   －      

電子メール               」 

に、「から」を「ので」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ 職員団体の登録等に関する規則に規定する申請書、証明書、届出書及び申出書については、第２条の規定

による改正後の職員団体の登録等に関する規則様式第１号から様式第７号までの規定にかかわらず、当分の

間、従前の様式によることができる。 

 

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月31日 

                                   兵庫県人事委員会       

委員長 松 田 直 人  

兵庫県人事委員会規則第４号 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成17年兵庫県人事委員会規則第３号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

情報通信技術を活用した県行政の推進等に関する条例施行規則 

本則中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を「情報通信技術を活用した県行政の推

進等に関する条例」に、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則」を「情報通信技術

を活用した県行政の推進等に関する条例施行規則」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月31日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 松 田 直 人  

兵庫県人事委員会規則第５号 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則 

（職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 
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第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年兵庫県人事委員会規則第４号）の一部を次のように

改正する。 

第１条の３第１項第１号中「育児短時間勤務（以下」を「育児短時間勤務（第12条の４第１項において」

に改め、「第７条第２項、第11条及び第16条に」及び「以下この条及び」を削る。 

第１条の12中「のほか、」の右に「条例第４条第３項又は第４項の規定に基づく」を加える。 

第２条第１項中「次項、次条及び第12条において」を「次条及び第２条の３を除き、以下」に改め、同条

の次に次の４条を加える。 

（義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等） 

第２条の２ 条例第５条の２第１項の規定による週休日及び勤務時間の割振りにより勤務させることができ

る義務教育諸学校等（学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高

等学校、中等教育学校又は特別支援学校をいう。以下同じ。）の職員のうち、教育公務員特例法（昭和24年

法律第１号）の適用又は準用を受ける者（以下この条から第２条の４までにおいて「義務教育諸学校等の

教育職員」という。）の範囲は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると任命

権者が認める義務教育諸学校等の教育職員（第２号会計年度任用職員を除く。）とする。 

２ 対象期間（条例第５条の２第３項第２号に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。）は、１

月を超え１年以内の期間で、各義務教育諸学校等の実情に応じ、任命権者が必要と認める期間とし、対象

期間の起算日は、任命権者が定める日とする。 

３ 対象期間を設定することができる期間の範囲は、長期休業期間等（公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法施行規則（令和２年文部科学省令第26号）第１条第１項に規定する長期休業

期間等をいう。第５項において同じ。）の全部又は一部を含む期間であって、４月１日から翌年３月31日ま

での期間の範囲内とする。 

４ 特定期間（条例第５条の２第３項第４号に規定する特定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）

は、各義務教育諸学校等の実情に応じ、公務の運営上の事情によりやむを得ない必要があると任命権者が

認める期間とし、特定期間の起算日は、任命権者が定める日とする。 

５ 対象期間における勤務日（条例第５条の２第１項の規定により勤務時間が割り振られる日をいう。以下

この条において同じ。）は、月曜日から金曜日までの５日間（育児短時間勤務職員等にあってはこれらの５

日間のうち当該育児短時間勤務等の内容（条例第３条第２項に規定する育児短時間勤務等の内容をいう。

以下この項及び次条において同じ。）に従い任命権者が週休日として定める日を、短時間勤務職員にあって

は月曜日から金曜日までの５日間のうち任命権者が週休日として定める日を除く。）のうち、長期休業期間

等の一部の日その他の任命権者が必要と認める日を除く日とする。ただし、特別の事情がある場合は、任

命権者は、対象期間として定められた期間において６日を超えない範囲内（特定期間として定められた期

間にあっては、１週間に１日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては、１週間に１日以上の割合で当

該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）を確保することができる日数の範囲内）で、連続して勤務日

を設けることができる。 

６ 対象期間における勤務日ごとの勤務時間は、次の各号に掲げる勤務日について当該各号に定める時間（育

児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い当該各号に定める時間を超えない範囲

内の時間、短時間勤務職員にあっては当該各号に定める時間を超えない範囲内の時間。第８項において同

じ。）とする。ただし、特別の事情がある場合は、任命権者は、当該各号に定める時間について、その時間

を超える時間を定めることができる。 

(1)  対象期間において義務教育諸学校等の教育職員の業務量が多い時期の日のうち特に業務が繁忙な日と

して任命権者が必要と認める勤務日 ９時間 

(2)  対象期間において義務教育諸学校等の教育職員の業務量が多い時期の日のうち任命権者が必要と認め

る勤務日（前号に掲げる勤務日を除く。） ８時間30分 

(3)  前２号に掲げる勤務日以外の勤務日 ７時間45分 

７ 条例第５条の２第４項の規定により対象期間を１月以上の期間ごとに区分する場合における最初の期間

（同条第３項第５号に規定する最初の期間をいう。次項において同じ。）を除く各期間における勤務日の日

数は、当該各期間の現日数から当該各期間中の日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数とする。ただし、

特別の事情がある場合は、任命権者は、当該日数を超える日数を当該各期間における勤務日の日数として

定めることができる。 

８ 条例第５条の２第４項の規定により対象期間を１月以上の期間ごとに区分する場合における最初の期間
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を除く各期間における総勤務時間は、当該各期間のうち次の各号に掲げる日数について当該各号に定める

時間を乗じて得た時間を合計した時間とする。ただし、特別の事情がある場合は、任命権者は、当該各号

に定める時間について、その時間を超える時間を定めることができる。 

(1)  各期間において義務教育諸学校等の教育職員の業務量が多い時期の日のうち特に業務が繁忙な日の日

数として任命権者が必要と認める日数 ９時間 

(2)  各期間において義務教育諸学校等の教育職員の業務量が多い時期の日の日数として任命権者が必要と

認める日数（前号に掲げる日数を除く。） ８時間30分 

(3)  前項の規定による日数のうち前２号に掲げる日数を差し引いた日数 ７時間45分 

９ 任命権者は、条例第５条の２第１項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、あら

かじめ同条第３項各号（第３号を除く。）に掲げる事項の内容を周知するものとする。 

10 条例第５条の２第１項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合における対象期間におけ

る勤務日は、対象期間が３月を超える場合は、当該対象期間について１年当たり280日を超えないものとす

る。ただし、対象期間が３月を超える場合において、当該対象期間の初日の前１年以内の日を含む３月を

超える期間を対象期間として定めていたとき（以下この項において当該対象期間を「旧対象期間」という。）

は、１日の勤務に割り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において１日の勤務に割り振ら

れていた勤務時間のうち最も長いもの若しくは９時間のいずれか長い時間を超え、又は１週間の勤務に割

り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において１週間の勤務に割り振られていた勤務時間

のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧対象期間について１年当たり

の勤務時間が割り振られていた日の日数から１日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数を超えな

いものとする。 

11 条例第５条の２第１項の規定により勤務時間を割り振る場合における対象期間における１日の勤務に割

り振られる勤務時間は10時間を超えないものとし、当該場合における１週間の勤務に割り振られる勤務時

間は52時間を超えないものとする。この場合において、対象期間が３月を超えるときは、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

(1)  対象期間において、その１週間の勤務に割り振られる勤務時間が48時間を超える週が連続する場合の

週数が３以下であること。 

(2)  対象期間をその初日から３月ごとに区分した各期間（３月未満の期間を生じたときは、当該期間）に

おいて、その１週間の勤務に割り振られる勤務時間が48時間を超える週の初日の数が３以下であること。 

第２条の３ 任命権者は、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別

の配慮を要する者である義務教育諸学校等の教育職員について、条例第５条の２第１項の規定により週休

日及び勤務時間の割振りを定める場合には、これらの義務教育諸学校等の教育職員が育児等に必要な時間

を確保することができるように配慮しなければならない。 

（条例第５条の２第７項の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定） 

第２条の４ 条例第５条の２第７項に規定する４週間を超えない期間につき１週間当たりの通常の勤務時間

（同条第２項に規定する通常の勤務時間をいう。）を超える勤務時間が割り振られた期間（第３項において

「通常勤務時間超過期間」という。）があるかどうかの判定は、４週間の期間ごとに行うものとする。ただ

し、義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉を考慮して４週間の期間ごとに行うことが適当でない場

合は、４週間を超えない範囲内で週を単位とした期間ごとに行うものとする。 

２ 条例第５条の２第７項の規定による勤務することを要しない時間の指定は、15分を単位として行うもの

とする。 

３ 任命権者は、条例第５条の２第７項の規定により勤務時間の一部を勤務することを要しない時間として

指定する場合には、通常勤務時間超過期間内の日（休日及び代休日（条例第13条に規定する代休日をいう。

以下同じ。）を除く。）の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなけ

ればならない。ただし、任命権者が、公務の運営並びに義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉を考

慮して必要があると認める場合は、この限りでない。 

（その他の事項） 

第２条の５ 前３条に定めるもののほか、条例第５条の２の規定の実施に関し必要な事項は、任命権者が定

める。 

第３条第１項中「学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校若しくは特別支援学校」を「義務教育諸学校等」に改め、「（以下「義務教育諸学校等の職
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員」という。）」を削り、同条第２項中「同じ。）又は」を「この条及び第５条第２項において同じ。）又は」

に、「同条の規定」を「条例第６条の規定」に、「をやめて」を「とせずに」に、「同じ。）を」を「この条及

び第５条第２項において同じ。）」を」に改め、同条第３項中「をやめて」を「とせずに」に改める。 

第５条第１項中「第５条」を「第５条第１項又は第５条の２第１項」に改め、同条第２項中「振替等」を

「振替若しくは４時間の勤務時間の割振り変更」に改める。 

第９条の10第１項中「以下」を「次項において」に改め、同条第２項中「（条例第13条第１項に規定する代

休日をいう。以下同じ。）」を削る。 

第11条第１項中「以下」の右に「この項において」を、「義務教育諸学校等」の右に「又は学校給食法に規

定する施設」を加え、同条第３項中「手続き」を「手続」に改める。 

第17条第１項第５号、第17号及び第18号中「週休日」の右に「、条例第５条の２第７項の規定により勤務

時間の全部を勤務することを要しない時間として指定された日」を加える。 

第27条を次のように改める。 

（任命権者の読替え） 

第27条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第37条第１項に規定する県費負

担教職員についてこの規則を適用する場合においては、第７条第２項、第８条、第９条、第９条の３第２

項及び第３項、第９条の４第３項、第９条の５第２項から第５項まで、第９条の６第３項、第９条の10第

２項、第４項及び第５項、第11条第２項、第18条第１項から第５項まで、第21条から第23条まで、第24条

第１項並びに第25条中「任命権者」とあるのは、「市町教育委員会（組合教育委員会を含む。）」とする。 

２ 教育長についてこの規則を適用する場合においては、この規則の規定（第２条の２第１項、第２項及び

第４項から第９項まで、第２条の３、第２条の４第３項、第２条の５、第６条、第９条の10第２項、第４

項及び第５項並びに第14条第２項及び第３項の規定を除く。）中「任命権者」とあるのは、「県教育委員会」

とする。 

附則第17項中「令和３年12月31日」を「令和４年12月31日」に改める。 

（職員の子育て支援に関する規則の一部改正） 

第２条 職員の子育て支援に関する規則（平成21年兵庫県人事委員会規則第３号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条の３第１号中「ごとの勤務日」の右に「（職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年兵庫県条

例第43号）第６条又は会計年度任用職員の給与等に関する規則（令和元年兵庫県人事委員会規則第５号）第

47条に規定する勤務日をいう。以下この条、第４条の３及び第６条第１項第４号において同じ。）」を加える。 

第２条中「第13条」を「第13条第１項」に、「、人事委員会規則」を「、同項に規定する人事委員会規則」

に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 条例第13条第２項に規定する人事委員会規則で定める日数は12日とし、同項に規定する人事委員会規則

で定める時間は10時間とする。 

第６条第１項第４号中「（令和元年兵庫県人事委員会規則第５号）」を削り、同条第２項中「。以下同じ」

を削る。 

第10条の２から第10条の６までを削る。 

第10条の７の見出し中「及び申請」を削り、同条中「及び第10条の３第１項の規定による申請」を削り、

同条を第10条の２とする。 

第11条中「、この規則」を「この規則」に改め、「、第１条の７、第４条の４」及び「と読み替えるもの」

を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 教育長についてこの規則を適用する場合においては、第７条から第９条まで中「任命権者」とあるのは、

「県教育委員会」とする。 

 （会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正） 

第３条 会計年度任用職員の給与等に関する規則（令和元年兵庫県人事委員会規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中 

「会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇」 

 を 

「会計年度任用職員の勤務時間、休暇等   」 

に、 
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 「第５節 雑則（第75条）                    」 

 を 

 「第５節 会計年度任用職員の在宅勤務（第74条の２・第74条の３） 

第６節 雑則（第75条）                    」 

 に改める。 

第47条中「「全勤務日」という場合を除き、」を削り、「をやめて」を「とせずに」に改める。 

第49条第２項中「をやめて」を「とせずに」に改める。 

第55条第２項第１号中「に基づき」を「により」に改める。 

第４章の章名を次のように改める。 

第４章 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等 

第４章第５節を同章第６節とし、同章第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 会計年度任用職員の在宅勤務 

（第１号会計年度任用職員の在宅勤務） 

第74条の２ 第１号会計年度任用職員（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

第37条第１項に規定する県費負担教職員（以下この節及び第77条において「県費負担教職員」という。）を

除く。）は、あらかじめ任命権者の承認を受けて、在宅勤務（自宅その他これに準ずるものとして任命権者

が定める場所における勤務をいう。以下この節において同じ。）をすることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、同項の承認の手続その他第１号会計年度任用職員の在宅勤務に関して必要な

事項は、任命権者が定める。 

（第２号会計年度任用職員の在宅勤務） 

第74条の３ 第２号会計年度任用職員（県費負担教職員を除く。）の在宅勤務は、勤務時間条例第５章の定め

るところによる。 

第75条中「又は同条第２項の規定による申出」を「、同条第２項の規定による申出又は第72条第１項の規

定による通知」に改める。 

第76条中「まで」の右に「（同章第５節を除く。）」を加える。 

第77条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第37条第１項に規定する」

及び「、第９条第５項から第７項まで、第11条第13項、第14条第２項第２号、第15条第１項第６号、第16条、

第17条、第23条、第44条から第47条まで、第48条第１項、第49条、第50条、第60条第３項、第61条第１項及

び第３項、第62条第１項第14号、第76条、附則第３項及び別表第２中「任命権者」とあるのは「県教育委員

会」と」を削り、「「市町教育委員会」を「、「市町教育委員会」に改め、「と読み替えるもの」を削る。 

附則第５項中「令和３年12月31日」を「令和４年12月31日」に改める。 

附則第７項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する規則第74条の２第１項の規定は、この規

則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に承認を受けて行う同項に規定する在宅勤務について適用し、

施行日前に職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例（令和３年兵庫県条例第11号）第

３条の規定による改正前の職員の子育て支援に関する条例（平成21年兵庫県条例第15号）第26条の２第１項

の規定により承認を受けて行う同項に規定する在宅勤務については、なお従前の例による。 

 

 職員の管理職手当に関する規則及び管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

令和３年３月31日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 松 田 直 人  

兵庫県人事委員会規則第６号 

職員の管理職手当に関する規則及び管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 
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（職員の管理職手当に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の管理職手当に関する規則（昭和37年兵庫県人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第１知事の事務部局の款を次のように改める。 

知事

の事

務部

局 

本庁 (1) 技監 

(2) 理事 

(3) 会計管理者 

(4)  部長 

(5)  政策創生部長 

(6)  県民生活部長 

(7)  福祉部長 

(8)  環境部長 

(９) まちづくり部長 

(10)  局長（行政職10級の者に限る｡） 

(11) 参事（行政職特10級及び10級の者に限る｡） 

１種 

(1) 新庁舎整備室長 

(2) 知事室長 

(3) 感染症等対策室長 

(4) 全国豊かな海づくり大会推進室長 

(5) 出納局長 

(6) 局長（行政職10級の者を除く｡） 

(7) 公館長 

(8) 県土安全参事 

(9) 住宅参事 

(10) 工事検査室長 

２種 

(1) 計画監 

(2) 参事（行政職９級及び医師・歯科医師職４級の者に限る｡） 

(3) 企画参事 

(4) 課長 

(5) 職員相談員 

３種 

(1) 室長 

(2) 参事（行政職９級及び10級並びに医師・歯科医師職４級の者を除く｡） 

(3) 不正軽油特別対策官 

(4) 個人住民税特別対策官 

(5) こども安全官 

(6) 監察医務官 

(7) 食品安全官 

(8) 家畜安全官 

(9)   主任広報専門員 

(10)   職員健康相談員 

(11) 主任技術専門員（行政職８級の者に限る｡） 

４種 

(1) 企画官 

(2) 副課長 

(3) 班長（行政職７級の者に限る｡） 

(4) 研究参事 

５種 

水産課はやたか船長 ７種 
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地方 

機関 

(1) 兵庫県民総合相談センター所長 

(2) 兵庫陶芸美術館の館長及び副館長（行政職10級の者に限る。） 

(3) 県民局長及び県民センター長 

(4) 東京事務所長 

(5) 自治研修所長 

(6) 広域防災センター長 

(7) 県立健康科学研究所長 

(8) こども家庭センター所長（行政職10級の者に限る｡） 

(9) 県立総合衛生学院長 

(10) 県立工業技術センター所長 

(11) 県立ものづくり大学校長 

(12) 県立農林水産技術総合センター所長 

(13) 県立淡路景観園芸学校校長 

(14) 森林動物研究センター所長 

(15) こども総括監 

１種 

(1) 県民局の副局長及び県民センターの副センター長 

(2) 県民局及び県民センターの室長（行政職９級の者に限る｡）及び参事（行政

職９級及び医師・歯科医師職４級の者に限る｡） 

(3) 但馬長寿の郷
さと

長 

(4) 県税事務所長（行政職９級の者に限る｡） 

(5) 健康福祉事務所長（医師・歯科医師職４級の者に限る｡） 

(6) 農林振興事務所長及び農林水産振興事務所長（行政職９級の者に限る｡） 

(7) 土木事務所長（行政職９級の者に限る｡） 

(8) 県立健康科学研究所副研究所長 

(9) こども家庭センター所長（行政職９級の者に限る｡） 

(10) 県立工業技術センター次長 

(11) 県立農林水産技術総合センター次長 

２種 

(1) 県民局及び県民センターの室長（行政職９級の者及び事務所の室長を除く。）、

参事（行政職９級の者及び事務所の参事を除く｡）及び次長 

(2) 兵庫陶芸美術館副館長（行政職９級の者に限る。） 

(3)  県立男女共同参画センター所長 

(4) 但馬長寿の郷
さと

の管理部長 

(5) 県税事務所長（行政職９級の者を除く｡） 

(6) 健康福祉事務所長（医師・歯科医師職４級の者を除く｡） 

(7)   農林振興事務所長及び農林水産振興事務所長（行政職９級の者を除く｡） 

(8) 農業改良普及センター所長（行政職８級の者に限る｡） 

(9) 但馬水産事務所長 

(10) 土地改良事務所長 

(11) 土地改良センター所長（行政職８級の者に限る｡） 

(12) 土木事務所長（行政職９級の者を除く｡） 

(13) 尼崎港管理事務所長 

(14) 姫路港管理事務所長 

(15) 東京事務所次長（総括次長に限る｡） 

(16) 自治研修所次長 

(17) 職員健康管理センターの所長、室長及び職員診療所長（医師・歯科医師職４

級及び３級の者に限る｡） 

(18)  職員会館長 

３種 
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 (19) 消費生活総合センターの所長 

(20)  広域防災センターの次長 

(21)  保健所長 

(22) こども家庭センター所長（行政職10級及び９級の者を除く｡） 

(23) 女性家庭センター所長 

(24) 県立明石学園長 

(25) 県立総合衛生学院副学院長 

(26) 食肉衛生検査センター所長 

(27) 動物愛護センター所長 

(28)    県立身体障害者更生相談所長 

(29) 精神保健福祉センター所長及び次長 

(30) 県立ものづくり大学校姫路職業能力開発校長 

(31) 県立但馬技術大学校の副大学校長及び部長 

(32) 県立但馬技術大学校豊岡職業能力開発校長 

(33) 県立神戸高等技術専門学院長 

(34) 県立障害者高等技術専門学院長 

(35) 兵庫障害者職業能力開発校長 

(36) 旅券事務所長 

(37) 県立農林水産技術総合センターの参事、農業大学校長及び技術センター所長 

(38) 家畜保健衛生所長  

(39) 森林大学校長 

(40) 六甲治山事務所長 

(41) 森林動物研究センター次長 

(42) 県立淡路景観園芸学校副校長 

 

(1) 兵庫県民総合相談センター次長 

(2) 広域防災センターの消防学校長 

(3) 消費生活センター長 

(4) 農業改良普及センター所長（行政職８級の者を除く｡） 

(5) 県税事務所の収税室長及び課税室長 

(6) 健康福祉事務所の福祉室長 

(7) 土地改良センター所長（行政職８級の者を除く｡） 

(8) 土木事務所の室長 

(9) 参事（県民局及び県民センターの参事（事務所の参事を除く｡）を除く｡） 

(10) 東京事務所次長（総括次長を除く｡） 

(11) 消費生活総合センターの副所長及び部長 

(12) 広域防災センターの部長 

(13) 県立健康科学研究所の危機管理部長 

(14) 県立明石学園副園長（行政職８級の者に限る。） 

(15) 県立総合衛生学院事務部長 

(16) 食肉衛生検査センターの食肉衛生検査所長（行政職８級の者に限る｡） 

(17) 動物愛護センターの支所長（行政職８級の者に限る。） 

(18) 県立知的障害者更生相談所長 

(19) 県立工業技術センター総務部長 

(20) 県立ものづくり大学校企画部長 

(21) 県立農林水産技術総合センター総務部長 

(22) 県立農林水産技術総合センター農業大学校統括農業教育専門官 

４種 
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 (23) 森林動物研究センターの部長 

(24) 県立淡路景観園芸学校総務部長 

 

(1) 副所長 

(2) 室長補佐及び所長補佐 

(3) 職員健康管理センター職員診療所長（医師・歯科医師職４級及び３級の者を 

除く｡） 

(4) 広域防災センターの消防学校副校長 

(5) 県立健康科学研究所の部長（危機管理部長を除く｡） 

(6) 県立明石学園副園長（行政職７級の者に限る。） 

(7) 県立総合衛生学院の看護・介護部長及び事務部次長 

(8) 食肉衛生検査センターの食肉衛生検査所長（行政職７級の者に限る｡） 

(９) 動物愛護センターの動物管理事務所長及び支所長（行政職７級の者に限

る｡） 

(10) 県立工業技術センターの部長（総務部長を除く｡）、総務部次長及び工業技術

支援センター所長 

(11) 県立ものづくり大学校の企画部次長及び姫路職業能力開発校副校長 

(12) 県立但馬技術大学校の部次長及び豊岡職業能力開発校副校長 

(13) 県立神戸高等技術専門学院副学院長 

(14) 県立障害者高等技術専門学院副学院長 

(15) 兵庫障害者職業能力開発校副校長 

(16) 県立農林水産技術総合センターの農業大学校副校長、企画調整・経営支援部

長、技術センターの部長、病害虫防除所長並びに但馬水産技術センター所長及

び内水面漁業センター所長 

(17)    森林大学校副校長 

(18)    森林動物研究センター業務部副部長 

(19) 県立淡路景観園芸学校総務部次長 

５種 

(1)   県立工業技術センターの室長及び部次長 

(2)  県立農林水産技術総合センターの農業技術センター次長及び水産技術センタ

ー但馬水産技術センター次長 

６種 

県立農林水産技術総合センター水産技術センターの新ひょうご船長及びたじま船

長 

７種 

（管理職員等の範囲を定める規則の一部改正） 

第２条 管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年兵庫県人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正す

る。 

別表知事部局の款本庁の項１中「知事公室長 国際監 新庁舎整備室長 専門職大学準備室長」を「新庁

舎整備室長 知事室長」に改め、同款消費生活総合センターの項中「次長」を「副所長」に改め、同款こど

も家庭センターの項を次のように改める。 

こども家庭センター こども総括監 所長 副所長 所長補佐 総務企画

課長 総務課長 

別表教育委員会の款県立教育研修所の項中「部長」を「部長 参事」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
 

人 事 委 員 会 訓 令 

 

 人事委員会事務局職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
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令和３年３月31日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 松 田 直 人  

兵庫県人事委員会訓令第１号 

人事委員会事務局職員服務規程の一部を改正する訓令 

人事委員会事務局職員服務規程（昭和59年兵庫県人事委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

目次及び第３章の章名中「勤務時間」を「勤務時間等」に改める。 

 第20条の次に次の１条を加える。 

（在宅勤務） 

第20条の２ 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年兵庫県条例第43号。第４項及び第22条

第１項において「勤務時間条例」という。）第22条第１項の規定により、在宅勤務（同項に規定する在宅勤務

をいう。次項から第４項までにおいて同じ。）をすることができる。 

２ 職員は、在宅勤務をしようとするときは、あらかじめ、その期間及び場所を明らかにして申請を行い、所

属長の承認を受けなければならない。 

３ 在宅勤務をすることができる場所は、次に掲げるとおりとする。 

(1)  職員が現に居住する住居 

(2)  単身赴任中の職員の配偶者が居住する住居その他の前号に掲げる場所に準ずるものとして所属長が認め

る場所 

４ 在宅勤務は、１日、半日又は１時間（勤務時間条例第３条第２項に規定する育児短時間勤務職員等、勤務

時間条例第４条第１項に規定する短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員

にあっては、１日又は１時間）を単位として承認するものとする。 

第22条第１項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年兵庫県条例第43号）」を「勤務時間条例」

に改める。 

第27条中「第14条」の右に「、第20条の２第２項」を加える。 

附 則 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 
 

人 事 委 員 会 告 示 

 

 職員の勤務時間、休暇等に関する実施規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和３年３月31日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 松 田 直 人  

兵庫県人事委員会告示第３号 

職員の勤務時間、休暇等に関する実施規程等の一部を改正する規程 

（職員の勤務時間、休暇等に関する実施規程の一部改正） 

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する実施規程（平成７年兵庫県人事委員会告示第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条の２の見出し中「週休日」を「条例第４条第３項又は第４項の規定に基づく週休日」に改め、同条

第３項第２号中「職員の子育て支援に関する条例（平成21年兵庫県条例第15号）第26条の２第１項」を「条

例第22条第１項」に改め、同条第７項中「勤務日」の右に「（条例第６条に規定する勤務日をいう。以下同じ。）」

を加える。 

第12条の見出し中「読み替え」を「読替え」に改め、同条中「、この規程」を「この規程」に改め、「、第

５条第６項、第７条第１項第18号、第７条第５項及び第６項並びに第10条第２項（括弧書きの部分に限る。）

中「任命権者」とあるのは「県教育委員会」と」を削り、「「市町教育委員会」を「、「市町教育委員会」に改

め、「と読み替えるもの」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 教育長についてこの規程を適用する場合においては、この規程の規定（第３条の10第２項及び第３項の

規定を除く。）中「任命権者」とあるのは、「県教育委員会」とする。 

附則第９項中「（同条に規定する県費負担教職員にあっては、県教育委員会）」を削る。 
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（職員の子育て支援に関する実施規程の一部改正） 

第２条 職員の子育て支援に関する実施規程（平成21年兵庫県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改

正する。 

第１条の２第２項第１号中「勤務日」の右に「（職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年兵庫県条

例第43号）第６条又は会計年度任用職員の給与等に関する規則（令和元年兵庫県人事委員会規則第５号）第

47条に規定する勤務日をいう。以下同じ。）」を加え、同項第２号中「（令和元年兵庫県人事委員会規則第５号）」

及び「（同規則第47条に規定する勤務日をいう。次号を除き、以下同じ。）」を削り、同項第３号中「（平成６

年兵庫県条例第43号）」及び「（同条例第６条に規定する勤務日をいう。）」を削る。 

第５条の見出し中「読み替え」を「読替え」に改め、同条中「、この規程」を「この規程」に、「「市町教

育委員会」を「、「市町教育委員会」に改め、「と読み替えるもの」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 教育長についてこの規程を適用する場合においては、第２条第８項及び第３条中「任命権者」とあるの

は、「県教育委員会」とする。 

 （会計年度任用職員の給与等に関する実施規程の一部改正） 

第３条 会計年度任用職員の給与等に関する実施規程（令和元年兵庫県人事委員会告示第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第31条中「、第７条、第10条、第14条第１号、第22条第２項、第23条第４項、第24条第６項及び附則第２

項中「任命権者」とあるのは「県教育委員会」と」を削り、「「市町教育委員会」を「、「市町教育委員会」に

改め、「と読み替えるもの」を削る。 

附則第３項に見出しとして「（特別休暇の特例）」を付し、同項中「（同条に規定する県費負担教職員にあっ

ては、県教育委員会）」を削る。 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 職員の給与に関する実施規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和３年３月31日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 松 田 直 人 

兵庫県人事委員会告示第４号 

職員の給与に関する実施規程の一部を改正する規程 

職員の給与に関する実施規程（昭和35年兵庫県人事委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１知事の内部部局の項を次のように改める。 

知事の内部部局 職員 職員 主任 

職員 

主査 

機関長 

 

班長 

主幹 

船長 

生活創造

活動専門

員 

生涯学習

専門員 

軽油調査

専門員 

健康管理

専門員 

統計専門

員 

情報専門

官 

デジタル

業務専門

官 

企画専門

員 

計量専門

員 

室長 

副課長 

班長 

企画官 

副隊長 

主任生活

創造活動

専門員 

主任生涯

学習専門

員 

主任軽油

調査専門

員 

主任健康

管理専門

員 

主任統計

専門員 

主任計量

専門員 

主任渉外

専門員 

企画参事 

課長 

室長 

参事 

隊長 

不正軽油

特別対策

官 

個人住民

税特別対

策官 

こども安

全官 

食品安全

官 

家畜安全

官 

主任広報

専門員 

職員健康

相談員 

職員相談

員 

局長 

新庁舎整

備室長 

知事室長 

全国豊か

な海づく

り大会推

進室長 

出納局長 

工事検査

室長 

計画監 

参事 

公館長 

県土安全

参事 

住宅参事 

 

会計管理

者 

部長 

政策創生

部長 

県民生活

部長 

福祉部長 

環境部長 

まちづく

り部長 

局長 

参事 

理事 

技監 
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     渉外専門

員 

農政専門

員 

検査専門

員 

換地専門

員 

農地管理

専門員 

環境創造

型農業専

門員 

森づくり

専門員 

林業専門

技術員 

水産業専

門技術員 

技術専門

員 

会計審査 

・指導専

門員 

工事検査

専門員 

青少年指

導専門員 

児童指導

専門員 

文化専門

員 

専門技術

員 

機関長 

主任農政

専門員 

主任換地

専門員 

主任農地

管理専門

員 

主任環境

創造型農

業専門員 

主任技術

専門員 

主任工事

検査専門

員 

主任青少

年指導専

門員 

主任児童

指導専門

員 

主任文化

専門員 

主任専門

技術員 

船長 

主任技術

専門員 

 

   

別表第１県民局又は県民センターの項を次のように改める。 

県民局又は県民セ

ンター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

課長補佐 

所長補佐 参事 副局長 

副センタ

ー長 

参事 

局長 

県民セン

ター長 

参事 

 

 室 職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

地域再生

専門官 

青少年指

導官 

消費生活

専門員 

班長 

課長補佐 

室長補佐 

主任青少

年指導官 

主任消費

生活専門

員 

室長 

次長 

参事 

 

室長 

 

  

 消費生活セ

ンター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

消費生活

専門員 

課長補佐 

室長補佐 

主任消費

生活専門

員 

消費生活

センター

長 

   

 

県税事務所 職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

室長 

税務専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

主任税務

専門員 

所長 

参事 

室長 

所長   

健康福祉事務

所 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

室長 

課長補佐 

健康福祉

専門員 

副所長 

所長補佐 

主任健康

福祉専門

員 

所長 

参事 

福祉室長 
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      健康管理

専門員 

栄養指導

専門員 

地域保健

専門員 

食品安全

専門官 

監査指導

専門員 

主任健康

管理専門

員 

主任栄養

指導専門

員 

主任地域

保健専門

員 

主任食品

安全専門

官 

主任監査

指導専門

員 

    

但馬長寿の郷
さと

 職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

課長補佐 

所長補佐 管理部長 但馬長寿

の郷
さと

長 

  

農林（水産）振

興事務所 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

所長補佐

農政専門

員 

森林専門

員 

技術専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

所長 

参事 

所長   

 農業改良普

及センター 

職員 職員 主任 

職員 

普及主査 課長 

農政専門

員 

課長補佐 

所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

所長    

但馬水産事

務所 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農政専門

員 

水産業専

門技術員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

所長    

土地改良事

務所 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

技術専門

員 

農政専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

所長 

参事 

 

所長   

土地改良セ

ンター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農地整備

専門員 

技術専門

員 

農政専門

員 

課長補佐 

所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

所長 

 

 

   

六甲治山事

務所 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農政専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

所長    

            
  



令和３年３月31日 水曜日   兵 庫 県 公 報          第22号外 

18 

 

 土木事務所 職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

技術専門

員 

課長補佐 

所長 

副所長 

所長補佐 

主任技術

専門員 

所長 

室長 

参事 

所長   

 尼崎港管理

事務所 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

技術専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐

主任技術

専門員 

所長 

室長 

   

姫路港管理

事務所 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

技術専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐

主任技術

専門員 

所長    

別表第１職員健康管理センターの項及び職員会館の項を次のように改める。 

職員健康管理セン

ター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

健康管理

専門員 

課長補佐 

所長補佐 

主任健康

管理専門

員 

 所長   

職員会館 職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

副館長 

職員福利

センター

所長 

課長補佐 

 館長    

別表第１消費生活総合センターの項中「次長」を「副所長」に改め、同表こども家庭センターの項を次のように改

める。 

こども家庭センタ

ー 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

児童福祉

専門員 

企画指導

専門員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

所長 

参事 

所長 所長 

こども総

括監 

 

別表第１食肉衛生検査センターの項を次のように改める。 

食肉衛生検査セ

ンター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

課長補佐 

食肉検査

専門員 

食肉衛生

検査所長 

副所長 

所長補佐 

主任食肉

検査専門

員 

食肉衛生

検査所長 

所長   

別表第１県立障害者高等技術専門学院の項を次のように改める。 

県立障害者高等

技術専門学院 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

健康管理

専門員 

職業教育

専門員 

課長補佐 

副学院長 

主任健康

管理専門

員 

主任職業

教育専門

員 

所長補佐 

学院長    

別表第１県立農林水産技術総合センターの項から森林動物研究センターの項までを次のように改める。 
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県立農林水産技

術総合センター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農政専門

員 

専門技術

員 

課長補佐 

局次長 

副室長 

主任農政

専門員 

主任専門

技術員 

所長補佐 

局長 

部長 

室長 

次長 

参事 

所長  

 農業大学校 職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農政専門

員 

農業教育

専門員 

課長補佐 

副校長 

主任農政

専門員 

主任農業

教育専門

員 

統括農業

教育専門

官 

校長   

農業技術セン

ター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農政専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

    

北部農業技術

センター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農政専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

    

淡路農業技術

センター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農政専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

    

畜産技術セン

ター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農政専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

    

森林林業技術

センター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

部次長 

課長 

農政専門

員 

林業専門

技術員 

課長補佐 

副所長 

部長 

部次長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

    

水産技術セン

ター 

職員 職員 主任 

職員 

機関長 

通信長 

課長補佐 

主査 

船長 

課長 

漁業研修

館長 

農政専門

員 

水産業専

門技術員 

機関長 

通信長 

課長補佐 

副所長 

副場長 

部長 

内水面漁

業センタ

ー所長 

所長補佐 

船長 

主任農政

専門員 

    

家畜保健衛生所 職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農政専門

員 

課長補佐 

副所長 

所長補佐 

主任農政

専門員 

所長 所長   

県立森林大学校 職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

農政専門

員 

森林教育

専門員 

副校長 

主任農政

専門員 

主任森林

教育専門

員 

 校長   
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森林動物研究セ

ンター 

職員 職員 主任 

職員 

課長補佐 

主査 

課長 

課長補佐 

森林動物

専門員 

野生鳥獣

資源活用

専門員 

農政専門

員 

副部長 

所長補佐 

主任森林

動物専門

員 

主任野生

鳥獣資源

活用専門

員 

主任農政

専門員 

次長 

部長 

 所長  

別表第１備考４中「消防学校長」の右に「、県立明石学園の副園長」を加え、同表備考５中「支所長」を「所長」

に改める。 

別表第２県立農林水産技術総合センターの項を次のように改める。 

県立農林水産技術

総合センター 

職員 研究員 課長 

専門研究員 

上席研究員 

主任研究員 

 

室長 

部長 

副室長 

研究主幹 

主席研究員 

次長 

場長 

室長 

参事 

 農業技術センタ

ー 

職員 研究員 課長 

専門研究員 

上席研究員 

主任研究員 

部長 

研究主幹 

主席研究員 

所長 

病害虫防除所長 

原種農場長 

 北部農業技術セ

ンター 

職員 研究員 課長 

専門研究員 

上席研究員 

主任研究員 

部長 

研究主幹 

主席研究員 

所長 

 淡路農業技術セ

ンター 

職員 研究員 課長 

専門研究員 

上席研究員 

主任研究員 

部長 

研究主幹 

主席研究員 

所長 

畜産技術センタ

ー 

職員 研究員 課長 

専門研究員 

上席研究員 

主任研究員 

部長 

研究主幹 

主席研究員 

所長 

森林林業技術セ

ンター 

職員 研究員 課長 

専門研究員 

上席研究員 

主任研究員 

部長 

研究主幹 

主席研究員 

所長 

 緑化センター 職員 研究員 次長 

課長 

専門研究員 

上席研究員 

主任研究員 

所長 

主席研究員 

 

水産技術センタ

ー 

職員 研究員 課長 

専門研究員 

上席研究員 

主任研究員 

部長 

研究主幹 

主席研究員 

所長 

 但馬水産技術

センター 

職員 研究員 課長 

専門研究員 

上席研究員 

主任研究員 

部長 

次長 

主席研究員 

所長 

内水面漁業セ

ンター 

職員 研究員 課長 

専門研究員 

上席研究員 

主任研究員 

研究主幹 

主席研究員 

 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 

02企 P1-001 A4 


